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学校経営方針 

その２ 職場環境づくり 
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子供と向き合う時間や自分を高める時間の確保を皆さんで考えていきましょう  

―憧れられる教員となるために―  

 

KIZAWA 働き方改革２０２６ 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  
 

《勤務時間の割り振り》  
○下記のとおり  勤務の割り振りを行うものとする。（県費教職員）  
 勤務開始  ： ８：３０         
 勤務終了  ：１７：００  
コアタイム：１０：００～１４：００  

 
・早退勤デー  （１８：００退勤）：水曜日  
・ふれあいデー（１６：５５に「お帰りソング」、１７：００には全員退勤）  
・休憩時間  
①   月曜日  １４：２５～１５：１０  
②   火曜日  １５：２５～１６：１０  

③   水曜日  １４：５５～１５：４０（委員会、クラブがある日）  
     １５：２５～１６：１０（委員会、クラブがない日）  

④   木曜日  １３：５５～１４：４０  
⑤   金曜日  １５：２５～１６：１０    
 
・職員集会：木曜日  １６：４０～  
 
 
 
 
 

☆服務の基本    ―徹底することで、保護者・地域からの信頼を得る―  
 （１）法令・法規に基づき、教育公務員としての自覚を高め、公私の区別を

厳しく行い、服務専念の義務を果たすこと  
  
 （２）出勤簿の捺印、退出時の施設・文書の保全管理等の徹底  
  
 （３）年休届けの提出、出張の報告、研修承認願・報告等の迅速な対応  
  
 （４）信用失墜行為、うっかりミスや不注意による事故を絶対に起こさない

決意  
   さ  い  た  ま  の  ひ  の こ  わ  の根絶  
        さ  ：酒    い   ：異性   た  ：体罰    ま  ：マネー   
     ひ  ：非違行為   こ  ：個人情報の漏洩   わ  ：わいせつ事故  

 

 

 

 



令和８年度 戸田市立喜沢小学校業務量管理・健康確保措置実施計画  

（喜沢小学校における働き方改革について）  

～公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する  

                    特別措置法等の一部改正を踏まえて～  

 

１  計画策定の趣旨  

本計画は、上記法改正の趣旨を踏まえ、教育の質の向上と教職員の心身の健康保持の両立

を図ることを目的として策定する。教職員が安心して教育活動に専念できる環境を整えるこ

とは、最終的に児童の学びの充実につながるものである。  

 

２  本校の現状と課題  

（１）勤務状況  

 ・令和７年４月～１２月の本校の教職員の時間外在校等時間の平均  ２１時間３０分／月  

 ・令和７年度の時間外在校等時間において３６０時間を超す教職員の割合  6.9％（２月末）  

 ※今後、毎月の状況を校内で共有し、可視化する。  

（２）ストレスチェック集団分析結果  

・総合健康リスク値（90 点）は全国平均より良い結果となっている。  

・職場活性度は 9.9 点と標準的な数値であるが、全体平均を下回っている。  

 

３  目標  

（１）数値目標  

・全ての教職員の時間外在校等時間を、月４５時間以内、年３６０時間以内とする。  

（２）組織目標  

・心理的安全性の高い職場環境を構築する。  

・「働きがい」と「働きやすさ」が両立する職場環境を構築する。  

（３）検証方法  

・月次の在校等時間の把握し、管理職による面談を実施する。  

・学校評価・ストレスチェック結果の経年比較を行う。  

 

４  具体的取組  

（１）業務量管理  

①客観的な時間管理  

・IC カードによる在校等時間の正確な把握を行う。  

・毎月の管理職確認と個別の声かけを行う。  

②業務の精選・重点化  

・行事の目的と成果を精査し、実施の可否を検討する。  

・会議時間を短縮する。（資料事前配布・ICT 活用）  

・校務分掌の平準化を進める。  



③繁忙期対策  

・業務が集中する時期を作らないよう年間計画を作成する。  

・評価業務や行事準備の時期を分散する。  

④休暇取得の促進  

・年休取得目標や記念日休暇を設定する。  

・定時退勤デーを実施する。  

 

（２）健康確保措置  

①早期把握・早期対応  

・時間外在校等時間が月４５時間を超える見込み者への事前面談を行う。  

・月８０時間超相当の場合は健康管理医面談を確実に実施する。  

②相談体制の整備  

・教職員相談窓口の明確にする。  

・管理職との定期面談を行う。（年２回以上）  

・カウンセラーと連携し相談しやすい環境を整える。  

③職場環境改善  

・風通しのよい職員室づくりを進める。  

・ハラスメントの防止を徹底する。  

・心理的安全性を高めるため対話文化を醸成する。  

（３）保護者・地域との協働  

・働き方改革の目的は、教師が子供と向き合う時間を増やし、子供の学びの質を高めるた

めであるということを丁寧に説明する。  

・学校運営協議会への定期報告を行う。  

・学校だより等で働き方改革の取組を公表する。  


